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議員定数24名に議員定数24名に

　平成 18年 3月 19日の笠間市、友部町、岩間町の合併
により、議員定数を 30人としながらも、合併特例法の在
任特例措置を適用し、旧 3市町の議会議員 53 人にて新
笠間市議会がスタートしました。
　その後、18年 11月の議会において議員定数を 30人か
ら 28人に削減し、同年 11月 17日に自主解散。そして、
同年 12月 24 日に議員の一般選挙が行われ、28人の議
員により現在に至っています。
　なお、平成 19 年第 1回定例会において「議員定数等
調査特別委員会」を設置し、議論を重ねた結果、今定例
会において、現在の議員定数 28 人を 4人削減し 24 人
にする「笠間市議会議員定数条例の一部を改正する条例」
が提案、可決されました。
　議員定数 24人は、次の笠間市議会議員一般選挙（平成
22年 12 月 23 日任期満了）から適用されることになり
ます。

笠間市議会議員定数を24名に！笠間市議会議員定数を24名に！

市議会議員数のこれまでの動き

18年 3 月 19 日 笠間市、友部町、岩間町が合併する。
議員定数30とする。合併特例により、
旧3市町議会議員53人【笠15、友22、
岩16】が新笠間市議会議員に就任する。

 9 月 8 日 住民直接請求をうけ、議員定数25とす
る条例議案を市長が議会へ上程する。

 9 月 8 日 議員定数等調査特別委員会を設置し、議
員定数25とする条例議案を付託する。

 11 月 15 日 議員定数等調査特別委員会の審査結果を
うけ、議員定数 25とする条例議案を、
28に修正し、可決する。

 11 月 17 日 市議会が自主解散する。（解散時議員数
48）

 12 月 24 日 議員定数28で、一般選挙を行う。

19年 3 月 9 日 議員定数等調査特別委員会を設置する。

 12 月 3 日 議員定数等調査特別委員会の審査結果を
うけ、議員定数28を 24にする条例改
正議案を可決する。




